
 －１－ 

会 議 録             

 

会議の名称 

 

平成２４年度第２回川越市廃棄物減量等推進審議会 

 

開催日時 平成２４年１１月１９日（月） 

１４時００分開会  １５時３０分閉会 
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小峰課長、水村副課長、芹澤副課長、波田野主査、阿部主査、岡田主

任 

傍 聴 者  ２名 

 

 

 

 

会

議

次

第 

 

１． 開会 

２． 会長あいさつ 

３． 報告 

（１）平成２３年度減量施策の取り組みについて 

４．議題 

（１）市民意見の聴取結果について 

（２）ごみ有料化の制度について 

５．その他 

６．閉会 

 

配布資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議次第 

川越市廃棄物減量等推進審議会委員名簿 

川越市廃棄物減量等推進審議会条例 

第１回川越市廃棄物減量等推進審議会会議録 

ごみ有料化制度の概要について【資料１】 

家庭系ごみ等の費用負担に対する市民意見の聴取について【資料２】 

家庭系ごみ等の費用負担について（中間報告案） 

川越市一般廃棄物処理基本計画「ごみ処理基本計画」編（貸出用） 

市民アンケート結果報告書（貸出用） 
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議 事 の 経 過 

発 言 者 議 題 ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項  

司  会 

（資源循環推進

課副課長） 

 

 

 

 

出欠の確認 

 

 

司   会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司   会 

 

会   長 

 

司   会 

 

 

定刻となりましたので、平成２４年度第２回川越市廃棄物減量等推

進審議会を始めさせていただきます。 

審議会委員の皆様には、大変お忙しい中、本審議会にご出席くださ

いまして、ありがとうございます。 

私は、本日司会を担当いたします、資源循環推進課副課長でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 

本日の出欠でございますが、３名の委員さんが欠席となっておりま

す。 

 

本日は、２１名の委員さんの内、１８名の委員さんにご出席いただ

いており、川越市廃棄物減量等推進審議会条例第５条第２項に基づき

ます過半数に達しておりますので、会議が成立しておりますことをご

報告いたします。 

 

それでは、本日の提出資料の確認をさせていただきます。 

・会議次第 

・川越市廃棄物減量等推進審議会委員名簿 

・川越市廃棄物減量等推進審議会条例 

・第１回川越市廃棄物減量等推進審議会会議録 

・ごみ有料化制度の概要について【資料１】 

・家庭系ごみ等の費用負担に対する市民意見の聴取について 

 【資料２】 

・家庭系ごみ等の費用負担について（中間報告案）【資料３】 

・川越市一般廃棄物処理基本計画「ごみ処理基本計画」編（貸出用） 

・市民アンケート結果報告書（貸出用） 

でございます。 

 不足書類がある方いらっしゃいますでしょうか。 

 

ここで、会長さん、ごあいさつをお願いいたします。 

 

【挨 拶】会長あいさつ 

 

それでは、川越市廃棄物減量等推進審議会条例第４条第２項の規定

に基づき、会長さんに議長となっていただき、議事を進めていただ

きたいと思います。会長さん、よろしくお願いいたします。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

全 委 員 

 

議   長 

 

 

事 務 局 
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委   員 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 それでは、ただ今から、議長を努めさせていただきます。皆様のご 

協力をお願いいたします。 

 まず、議題に入る前に、平成２４年度第１回審議会の会議録の確認

を事務局よりお願いいたします。 

 

 会議録の確認について、資源循環推進課長より確認させていただき

ます。 

 

 平成２４年度第１回の会議録につきましては、前回の会議より期間

がだいぶ経過してしまいましたが、第１回審議会終了後に会議録を郵

送させていただきました。期間がだいぶ開いてしまい大変申し訳あり

ませんでしたが、その間、本日までにご意見・ご訂正はございません

でしたが、ご意見・ご訂正はございますでしょうか。 

 もし、ないようでしたらこのように会議録をまとめさせていただき

たいと存じますが、よろしいでしょうか。 

 

 【異議なし】 

 

  それでは、報告に入りたいと思います。まず、報告（１）平成２

３年度減量施策の取り組みについてを事務局よりお願いいたします。 

 

 それでは、議題の内容にも関連してまいりますので、平成２３年度

減量施策の取り組みについてを議題に先立ちまして、資源循環推進課

主査よりご報告させていただきます。 

 

 【報 告】資源循環推進課主査報告 

 

 何か、ご質問などございますでしょうか。 

 

 小型家電の拠点回収をされているということですが、それの実績が

出ていれば教えてほしいのと、資源化センターと東清掃センターの方

でも、不燃物の中から抜いている思うのですが、その実績がわかれば

教えてください。 

 

 実績につきましては、本年６月より小型家電拠点回収を実施してお

りまして、月別ですと６月が９，１７０ｋｇ、７月が７，６２０ｋｇ、

８月が６，０８０ｋｇ、９月が４，８８０ｋｇ、１０月の数字はまだ

出ておりません。６月から９月までの合計で２７，７５０ｋｇとなっ
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事 務 局 

 

 

 

ております。 

 

 施設の方につきましては、昨年１２月より実施しておりまして、何

ｔという数字は本日持ってきていないのですが、不燃ごみ中の小型家

電を引き抜きまして、約９％程度の引き抜きを行っている状況です。

やはり不燃ごみですので、年末等は不燃ごみがかなり多いのですが、

月により引き抜き量は前後するといった状況です。また、他市の状況

についても９％から１０％程度となっております。 

 

 補足させていただきます。先ほど申しました数字には拠点回収のほ

かに、つばさ館での常時受け取りも含まれております。 

 

 拠点のみの数字はわかりますか。 

 

 全部混ざってしまっているのでわかりません。 

 

 つばさ館には、個々に持ってきたものの受取りで、不燃から引き抜

いたものではないですよね。 

 

 はいそうです。 

 

 減量施策の結果について、個人的に思ったのですが、全体的に不景

気なのでごみの排出量も減尐していて、データを見ると右肩下がりか

なと思いますが、その中で衣類だけは右肩上がりで推移していると見

受けられます。それだけリサイクルしたいという市民の現れなのかと

見えるなかで、以前可燃ごみの中の衣類の混入率が高いということで

すが、市民の衣類リサイクルの関心率を考えると、定期的にやった方

がもっと効果があり、リサイクル率も２４％から３０％にするという

ことで６％上げるのはかなり難しいので、強烈に率を上げるとすると

布類はかかせないと思います。また、古着は現在売買価格が右肩上が

りの状況なので、集めても売れるということであれば、市としてのコ

ストもだいぶ抑えられるのではないかと感じました。そして、前にも

言いましたが定期回収については、どうお考えなのでしょうか。 

 

 ご指摘のとおり布類は春と秋の衣替えシーズンに実施しておりま

す。かなり回収量も増えておりまして、普段の日も出せないのかとい

う要望もいただいておりますので、手始めに小型家電はつばさ館で常

時受付をしておりますので、これと同じ様な形でなるべく早い時期に
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つばさ館でも常時回収するやり方を考えております。その次のステッ

プとして定時収集の中に布類を入れられないかということを検討して

おります。ご指摘のとおりだと思います。 

 

 それでは、議題（１）市民意見の聴取結果についてを事務局よりお

願いいたします。 

 

 市民意見の聴取結果についてを、資源循環推進課主査よりご説明さ

せていただきます。 

 

 【説  明】資源循環推進課主査説明 

 

 何か、ご質問などございますでしょうか。 

 

 今回、講演会やワークショップを行って多数の市民の意見を聞くこ

とが出来たと思いますが、有料化に反対や減量化が進むのであれば有

料化もやむを得ないといった様々な意見が出たと思いますが、市はこ

の結果を受けて思った感想ですとかを教えてください。 

 

 今回大変貴重な意見をいただきました。その中でやはり先程も説明

がありましたＰＲ不足といった市からの情報が尐ないといった点につ

いては真摯に受け止めないといけないと考えております。今までいた

だいておりましたお話の中でも、市で出している広報は出しても読ま

ない方が多いという意見もいただいております。ですから情報の出し

方については多面的な方法を考えていく必要があると考えておりま

す。今回の講演会・ワークショップはひとつの市民の意見をいただく

またこちらの情報を提供するといったひとつの手段としてやったとい

う側面もございます。なにが知っていただくのに良い方法なのかとい

うことについては、はっきりと決め手がないといいますか、いろんな

場面で数多くやっていくしかないのかなということがご意見をいただ

いて実感していることでございます。 

 

 情報収集ということで、ワークショップを行ってその後インターネ

ットでの意見が２２件ということで、川越市民の方が何パーセントぐ

らいインターネットを活用し情報をキャッチしているのか、いろいろ

な年齢層がありますからパソコンのないお宅もあるでしょうし、その

辺のところ川越市としてだいたいこのあたりの層が見ているといった

想定とかはしているのでしょうか。 
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 パソコンでのインターネットが最近普及してきていると思います

が、今ですとスマートフォンですとか携帯電話の普及に伴いまして、

インターネットをご覧いただける環境というのがかなり改善してきて

いる思いますが、その数字までは申し訳ありませんが、把握できてい

ません。 

 

 私は講演会に参加させていただきましたが、思ったより男性の方が

多く参加していてびっくりしました。女性の方が参加すると思ってい

ました。市民として地に足をつけてよくごみを排出している人たちに

ごみを出すときの問題というのは、提供していくことが必要だとかね

がね思っていましたが、ある程度の結果としては、男女差は特になか

ったでしょうか。 

 

 講演会でのアンケートにつきましては、男性女性、年齢についても

把握させていただいております。いま指摘のありましたとおり、一番

人数的に多かったのが、６０代の男性１０１名でございます。次に多

かったのが７０代男性９０名となっております。総数で申し上げます

と男性が２１７名、女性が６０名、性別の表記がなかったのが１名、

併せて２７８名の参加となっております。 

 

 今回参加された皆様は広報を見て参加されていると思うのですが、

そこは聞いてないのでしょうか。 

 

 後援会の情報源でどこから情報を得たかということは把握しており

ません。 

 

 男性が多いとのことでしたが、環境推進員の方たちにもお声をかけ

たという関係で、男性の方が多かったのかなと感じました。 

 

 今回、講演会を開催するに当たりまして、審議会の推薦母体、そう

いった団体さん等にもお声掛けさせていただきました。環境推進員に

ついてもリーダー的な役目を担っていただいておりますので、ご案内

の方はさせていただいております。結果としてお声掛けしたなかで、

環境推進員の方は意識の高い方が参加いただいたかと考えておりま

す。逆にいいますと広報等を見て一般の家庭の主婦の方たちがどのく

らいだったということは、そこまで把握しておりませんが、本来であ

れば委員さんのおっしゃられたようにその辺をターゲットにした人の

集め方というのも必要だと思いますが、なかなかそちらの方をお呼び
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するというのは、なかなか難しい側面もあると考えております。 

 

 アンケートの中からこれは参考になるといったことはありましたで

しょうか。 

 

 減量を進めるにしても有料化を検討するにしても、ＰＲというもの

が非常に重要であるということを重く受け止めております。例えばご

み減量だけのチラシを作るとかそういった部分というのは何か取り組

みが出来るのではないかと考えております。 

 

 実際にごみを出している方にＰＲをしなくてはいけないということ

でしたが、市としてはそういう方にどういったＰＲをしたらよいかと

いう具体的な考えがありましたら教えてください。 

 

 非常に難しいことでして実際にこれを事業としてやることを想定し

たときに、通常市ですと初めに広報、それからホームページといった

ものを従来行政という形のものはやってきたということで、それ以外

に個別のいわゆるチラシであるとかなんとか通信といったものを各事

業の中でやってきたということがございますが、それが実際にごみを

出す方にダイレクトにお届けするというのは、実際に我々の手を離れ

たあとにどういうふうに伝わっていくかというのは、非常に不明確な

部分がございます。正直申しましてどういった手法が良いのかという

ことを内部でまさに検討している状況であります。 

 

 過去にもこの場でどういった方法でＰＲした方が良いかとありまし

たが、環境推進員や回覧版でどうでしょうかという話もありまして、

この中を見ましたら回覧版は見ないということも出ていますので、広

報もだめ、回覧版もだめとなりますと、いったい何が良いのかとなっ

てしましますが、やはりこれを根気よく地域の小さな単位に届くよう

に各家々にまわる方向でしかないのかなと感じがしました。 

 

 例えば不燃ごみ、生ごみというのを市の方でいつといった感じで決

められていますが、それをもとに皆さんきちんとごみ出しをしていて、

生ごみは何曜日といった感じで覚えていらっしゃていますので、そう

いったルートでやってみてはいかがでしょうか。皆さん関心があるの

でちゃんときちんと皆さん守っているので、有料化になると皆さん困

るんだけれども、私も高齢者の方とお話するとごみの量は尐ないから

ここで減量といっても困るし、値上げしても困るといった声が多いで
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す。なのでそういった形で明記すれば知らなかったということもない

と思います。うちは事業系ですが、すぐ横に集積所があってきちんと

やっていますので、広報を見なかったから解らないということもない

と思います。 

 

 今の話のとおり私の周りでもきちんと守られています。周りの話を

聞いて感じるのは、有料化をお願いするに当たっても、減量化をお願

いするに当たっても、やっぱりＰＲです。私の所属している団体でも

ＰＲが問題で団体に新しい人を入れるにあたりどういったふうにＰＲ

したらよいかということが問題になっています。広報ですね、先ほど

男性の方が多かったということでしたが、実は産博のときにお聞きし

たら男女共同参画についても男の方の方が知っているんです。広報を

見てここで男女共同参画を知ったというのは男の人だったんです。 

 私も広報を見て昨日つばさ館まつりに行きましたが、お若い方がリ

サイクル自転車が売っているんだと言ってました。つばさ館まつりで

も産博でも自転車が人気でとても関心があるから見ているのだと感じ

ました。可燃ごみや不燃ごみというのは毎日のことなので関心がない

と思います。 

 ＰＲについては、公民館というは女性の方の利用が多いので、公民

館を利用している登録団体に啓発をすれば実際にごみ出ししている方

に啓発できると思います。 

 

 公民館を利用する登録団体への呼びかけというのは、一定の効果が

得られると感じました。昨日つばさ館まつりの開催がありまして、つ

ばさ館を開館して３年目になりますが、まだまだ知られていないとい

うのが実情でした。昨日開催いたしまして口コミの効果を再認識させ

ていただきました。こういった場所ですので１度来ていただければ良

さですとかをご理解いただけますので、まず来ていただいた方が他の

方に話していただくことはＰＲ効果があるのかなと感じました。施設

に関してはこういったことで良いかと思いますが、施策をＰＲし理解

していただくには、どういう形が良いということは今頭を悩ましてい

る状況でございます。 

  

続きまして、議題（２）ごみ有料化の制度についてを、事務局よりお

願いいたします。 

 

  【説  明】資源循環推進課主査説明 
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 何か、ご質問などございますでしょうか。 

 

 金額設定のところでお聞きしたいたします。ごみ袋の製造単価とい

うか製造費はいくらぐらいで考えていますか。 

 

 先ほど坂戸市の例では、４５リットル袋に対しまして１円５０銭、

１０枚で１５円で原価で販売しています。１リットル当たりですと２

０銭となります。 

 

 三条市では人口約１０万人、世帯数３万４千人ぐらいだと思います

が、そこでごみ袋の製造原価が２，０００万円です。逆算しないとよ

くわかりませんが、１リットルで２０銭というのは、トータルでいく

らになるのか後で教えていただきたいのですが、三条市はそれで出来

ているので、仮に３倍だとしても５，０００万円から６，０００万円

ぐらいで出来るのではないかと思います。引き続きお聞きしたいので

すが、上限の１．５円でやった場合年間の総額は値段としてはいくら

になるのでしょうか。 

 

 すぐにご質問の数字というのは難しいのですが、昨年１１月１４日

の審議会でご提示いたしました資料ですが、川越市全体で総使用枚数

でございますが、１，５００万枚の使用枚数で容量でいいますと３億

４千万リットルというかたちになりますので、こちらに先程の単価を

乗じることで概ねの販売コストが出ます。総額で５億１千万になりま

す。 

 

 この１．５円でやると製造コストは出ていませんが、三条市の例を

とらさせていただくと、別途手数料もかかると思いますが、手数料を

含んだかたちだと、４億５千万円程度が単純に売上コストになると考

えさせていただけると思いますが、そこから三条市では１割手数料を

販売店に出しているということで見てみると、４億１千万が市に利益

という表現が良いかわかりませんが、使えるお金になるということで

受け止めさせていただきました。そうしたときにかなり大きな金額に

なるということと、三条市では１リットル１円でやっています。はた

してこの１．５円というのがよいのかということは、私は１．５円は

高いと感じました。１円でも高い。０．５円でも市には利益が出ると

いうふうに受け止めています。ということをご意見として出させてい

ただきます。それともうひとつが、収入の使途というところで、不法

投棄対策に要するとありますが、先ほどいただいた意見集約の自由意
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見のところに不法投棄に関する意見が多いと感じました。実際には有

料化に賛成しながらも不法投棄を心配する意見が挙げられている中で

具体的に市として不法投棄やルール違反に対してどのように対応して

いく考えがあるかお聞きいたします。 

 

 具体的な対策については、関係部署とも検討させていただいて、決

めていくことになると思いますが、現状想定していますのは、パトロ

ールの強化、集積所の排出指導監視員これについても市内で約８，６

００の集積所がありますので、これ１ヶ所１人つけますとかなりの金

額になってしまいますので、どういった形で対応できるかということ

は、細かく金額等も見ながら対応していきたいと考えております。 

 

 心配される意見が出ていて、現時点でそれが具体的にまだ決められ

ていないとご説明いただきましたので、そのように受け止めさせてい

ただきます。 

 

 今回このごみ有料化制度の制度設計はたたき台ということで、今の

段階で有料化については決定されていませんが、もし有料化になった

場合に、今回この見直し案が審議会で審議されているということで、

有料化されたときに、もう審議は終了しているみたいにはならないか

確認いたします。 

 

 前回の中間報告を受けまして、市民意見を聞いて見直しをさせてい

ただいたということで、これが即川越市の有料化の制度だということ

ではございません。 

 

 この審議会から答申が出ると思いますが、答申が出されたあとの、

日程というのは出ているのですか。 

 

 まだ、答申をいただいていない状況で、どういう日程というのは決

まっておりません。 

 

 確認事項でよろしいでしょうか。平成２２年度でしたか、この減量

審議会の答申としてごみの有料化を検討してくださいという答申を市

長に答申しています。それに沿ってこの審議が始まっているのだと思

います。この市の方で作ってくれた意見は、平成２３年度終わり頃だ

と思いますが、私が仮に市が想定する有料化のたたき台でいいから作

ってくださいということで作っていただいたのが、この平成２４年度
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第１回で示していただいた案だと思います。それに対してこの前ワー

クショップをやったり講演会での意見を集約したものを介して今回修

正してたたき台としてはこういったかたちですよと出してきたという

認識でよろしいですよね。なので、今年度の終わりに答申出すとか来

年度に持ち越して結果をだすということは決まっていませんよね。 

 

 はい、決まっておりません。 

 時期につきましては、こちらからの希望というのはありませんが、

審議会の中で話がありましたが、慎重に審議すべきとご意見いただい

ておりますので、慎重な中身の審議をお願いしたいと考えております。 

 

 有料化制度についての資料については、今まで審議をしてきてこの

ような問題があるといったことで、ひとまず見直し案を出したと思い

ますが、先ほどから問題になっています市民の中で有料化が審議され

ていることを広報を見ないので知られていない方が多いと、一度有料

化されると予算がどのくらいかかるとか、有料化することでごみ処理

費用がどのくらい軽減されるとかいう見えやすいものを広報に載せて

いただければと思います。それでも広報を見ないじゃないかと言われ

てしまうと、目立つところに乗せるとかの工夫していただきたい。ま

た、防災無線というのは防災のためなので割り込むのは難しいと思い

ますが、利用させていただければ良いのかなと思います。 

 今後の問題として有料化の方向で市が今までより一歩前に出たとい

う考えでよろしいのでしょうか。市の方針としてはどうでしょうか。 

 

 有料化の方向性の話だと思いますが、方向性といたしましては市の

総合計画、ごみ処理基本計画等でも有料化についてのことは謳わせて

いただいております。当審議会におきましても、何度となく検討すべ

きという答申を受けまして、方向性とすればそちらの方向に向かって

いくべきであろうと考えております。それをどのようにやるのかとい

う部分についてはいろいろとご意見を伺う中で審議会の中でやってい

くものだと考えております。 

 

 私の自治会でも有料化は必要ではないかと出ています。ただし前回

委員さんよりお話にありまして９００円ぐらいかかるという話をする

とやはりかなり厳しい顔をされていまして、特に高齢者で２人暮らし

のところはそれじゃねといい、どれくらいだったらと聞きましたら５

００円ぐらいならと言っていました。２人暮らしなので積算すれば３

００円、２００円となるのかで、私のところは１，８００世帯ありま
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すので、ほとんどの人に聞けますし、ほとんどの人が賛成してくれる

と思います。なのでもっと自治会等を利用するということと、漫画風

で見やすいパンフレット等を作り自治会等で活用していただくといっ

たような努力が足らないと思います。それから前回生活保護世帯に配

慮してくれと言っておられますが、その辺に対しましてもパンフレッ

ト等でわかりやすく説明すれば、賛成者も増えると思います。 

 

 先ほどの意見に同感なのですが、私も消費者代表として審議会に参

加していますが、市民の方はインターネットを利用の方も尐ないし、

講演会やワークショップについても尐人数ですので、ただやったとい

う事柄だけ残っていて広がっていないのが現実です。このことをもっ

とＰＲして川越市ではこんな問題が起こっているのかということを知

ってもらって理解してもらうことで、尐しお金の痛みはあるけれど、

知って痛み分けするのとは違うので、市の方もＰＲ不足と言ってまし

たが、何らかの形で浸透できるように考えていく必要があると思いま

す。先ほど布類の回収を増やすとありましたが、紙ごみについても定

期的に増やしていくといった市の努力を示しながら市民の方に理解を

求めるようなＰＲをしてからの方が理解を得られると思います。 

 

 やはり生活保護世帯だけでなく、今こういった経済状況の中で働く

方の収入が減っている中、市民に負担かけるという有料化というのは

市民の方に重い負担になると思うので、慎重な審議を徹底していくこ

とが必要ではないかと思います。 

 

 他にご質問ございますでしょうか。ないようでしたら、以上をもち

まして議事を終了いたします。 

 

 続きまして、次第５その他について、事務局ありますか。 

 

 特にございません。 

 

 

 ありがとうございました。それでは、これをもちまして議長の職を

解かさせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

 ここで、１１月３０日をもちまして、任期満了となります委員の皆

様に環境部長よりお礼のご挨拶を申し上げます。 
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 本日は、ありがとうございました。 

 本審議会委員の現任期が１１月３０日をもって満了となります。 

 一言お礼申し上げます。 

 この間、審議会運営に、ご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうご

ざいます。 

 現任期をもちまして委員を退かれます皆様におかれましては、今ま

で本審議会において、貴重なご意見をいただきましたことに関しまし

て厚くお礼を申し上げます。 

 また、今後委員を継続いただける皆様におかれましては、引き続き

の御審議をお願いしたいと存じます。 

 ありがとうございました。 

 

 それでは、閉会の挨拶を副会長よりお願いいたします。 

 

 皆様、ご審議ありがとうございました。 

 私は、かわごえ環境推進員協議会の会長をしておりまして、環境推

進員も地域に近いところで活動をしておりますので、協議会の中でも

話をしまして、現在審議会の中で有料化に対する審議をしている旨を

発信していけたらと思っていますので、今後ともよろしくお願いいた

します。 

 それと市の方にお願いしたいのですが、会議室で会議をしているだ

けではなく、一度資源化センターなり小畔の里クリーンセンターなど

を視察させていただければ、また違う意見等も出るかもしれませんの

で、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


